
議
案
第
九
十
二
号

中
央
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

提
出
者

中
央
区
長

山

本

泰

人

中
央
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
央
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利

用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
中
央
区
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
例
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害

一
の
二
の
二

区

者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
条
例
第
百
十
七
号
）
に

長

よ
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
区
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
第
二
の
四
の
二
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
例
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
区
が
処
理
す
る
こ
と
と



四
の
二
の
三

区

さ
れ
た
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費

国
民
健
康
保
険
給
付
関
係
情
報
で

長

の
助
成
に
関
す
る
条
例
に
よ
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

あ
っ
て
区
規
則
で
定
め
る
も
の

事
務
で
あ
っ
て
区
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
説

明
）

個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

事
務
を
追
加
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
し
ま
す
。


